
本庄市プロフィール

企業奨励金制度など

本庄市の企業誘致優遇制度本庄市の企業誘致優遇制度
※製造業、情報通信業、運輸業を行う企業が、市内に事業所を新設又は増設もしくは新たに設備投資を行う場合
は、一定の要件（市民雇用）を満たして頂くこととで、下記に掲げる対象の優遇制度が受けることができます。

固定資産税及び都市計画税に
相当する額を3年間交付

1 2

3 4

本庄市は、東京から80km圏、埼玉県の西北に位置し、面積89.71k㎡、人口約８万人で、北は利根川を挟んで

群馬県伊勢崎市と接し、南は秩父山地に連なる山々があり、気候は温暖で、日照時間も多く、水と緑豊かな自

然環境に恵まれたまちです。

古くは鎌倉街道の、または中山道の宿場町として、明治以降は日本一の繭の集積地として、多くの人や物が集

まる交流拠点として栄えて

いました。これまでの歴史

が作り上げた特性は「市の

DNA」であり、現在、上

越新幹線本庄早稲田駅、関

越自動車本庄児玉インター

チェンジなど近代的、広域

的な高速交流機能に恵まれ

た条件を備え、このような

特性を活かした、多くの人

が交流する拠点都市の実現

を目指しています。

施設奨励金 設備投資奨励金

雇用促進奨励金 法人市民税奨励金

施設奨励金 設備投資奨励金

雇用促進奨励金 法人市民税奨励金

固定資産税に相当する額を
初年度限り交付

新規雇用者数に10万円を乗じて得た額
（300万円を限度）１回限り交付

法人市民税に相当する額（100万円を
限度）１回限り交付

埼玉県産業立地促進補助金（補助金制度）
埼玉県産業立地資金（融資制度）
お問い合わせは、埼玉県産業労働部企業立地課まで

埼玉県の企業誘致制度埼玉県の企業誘致制度 《市の優遇制度と併せて、埼玉県の企業誘致に係る優遇制度も利用できます》


